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大阪電気通信大学へようこそ！

このガイドブックは、母国をはなれて日本での生活を送る留学生のみなさんの留学生活に少しで

も役立つよう作成しました。

日本での生活で困った時や、個人的な悩みがあるときは気軽に相談してください。

大阪電気通信大学では、留学生のみなさんが留学目的を達成できるよう、サポートしていきます。

留学生と在学生の交流イベント「バドミントン大会」のひとコマ

１．入国後の手続きについて

■ 在留カードについて ■

留学生が空港（関西、成田、羽田、中部、広島、福岡、新千歳）

から入国する場合、入国審査場にて旅券(パスポート)に

上陸許可の証印を受けるとともに、在留カードが交付されます。

※他の出入国港から入国する場合は、旅券(パスポート)に上陸許可の証印をし、「在留カード後日交

付」と記載されます。この場合、役所の窓口にて住居地の届出(転入届)をした後に、出入国在留管理

局より在留カードが交付されます。

この在留カードは、日本で生活する皆さんの「身分証明書」です。法律により、外出時は常に携帯する

義務があります。

 紛失したとき： すぐに警察へ届け出たあと、出入国在留管理局で再発行の手続きをしてください。

 再発行したとき： 再発行されると、在留カードの番号が変わります。 大学の登録情報を更新する必

要がありますので、必ず新しいカードを持って、寝屋川学務課／四條畷学務課の窓口まで来てくだ

さい。
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居住地域の市役所・区役所ですること

次の届出・手続きを居住地の市役所・区役所で速やかにおこなってください。

届出等の
種類

内容
手続に必要

なもの

転入届
来日後、住居地を定めてから１４日以内に、在留カードを持参のうえ、住居地

の届出をしなければなりません。

パスポート
在留カード
転出証明書*

転出届
同じ市や区の中で引っ越した時や日本を離れる時は、役所へ「転出届」を出

す必要があります。ただし、一時帰国の場合は不要です。

パスポート
在留カード
健康保険証

国民健康
保険

日本に3ヶ月以上在留する場合、「国民健康保険」に必ず加入しなければなり

ません。病気や怪我で医療機関を受診した際、医療費の７０％を国（日本）が

負担してくれるため、支払いは30%になる保険です。

転入手続きをする際、同時に加入手続きをしてください。

また、加入にあたっては、月々の保険料が必要です。窓口で学生であること、ま

た、所得のないことを申告すれば保険料が軽減されます。

パスポート

在留カード

学生証

国民年金

日本に居住する２０歳から６０歳までのすべての人は、国籍を問わず「国民年

金」への加入が法律で義務付けられています。老後のためだけでなく、以下の

ような「もしも」の事態に備えるための公的な制度です。

●障害基礎年金・・・病気や怪我で重い障害が残った場合に支給されます。

●遺族基礎年金・・・加入者が亡くなった際、残された家族に支給されます。

通常、月額約17,000円の保険料を支払う必要がありますが、収入が少ない

学生の方は、「申請」を行うことで支払いが猶予・免除される制度があります。

年金の加入手続きと同時に、以下の申請を行ってください。

1.正規生の方：「学生納付特例制度」

学生であることを証明して、支払いを猶予してもらう制度です。

2.非正規生（交換留学生・研究生など）の方：「保険料免除制度」

前年の所得が一定以下の場合に、保険料が免除される制度です。

なお、学生納付特例および免除の申請は毎年必要です。

詳しくは国民年金機構のホームページを参照してください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/index.html

パスポート

在留カード

学生証

（＊海外から入国して初めての登録の場合は「転出証明書」は不要です。）
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■ マイナンバーについて ■
留学生の皆さんは、転入手続きが済むと、マイナンバーが割り当てられ、後日自宅に通知書が郵送され

ます。この番号は社会保障等のために割り振られるもので、パスポートに次ぐ重要な個人番号となりま

す。なくさないように厳重に管理してください。管理は自己責任となりますので、十分に気をつけましょう。

一部の例外を除き、原則として、大学ではマイナンバーを収集することはありません。

マイナ保険証を利用する

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、医療機関で保険証として利用できます。

マイナンバーカードを持っていない場合や、マイナ保険証の利用登録をしていない場合は、市区町村の

窓口で「資格確認書」の交付を受けることができます。

資格確認書は、保険加入者であることを証明する書類で、医療機関で保険証と同様に利用できます。

●マイナンバーに関する問い合わせ窓口

日本語 TEL 0120-95-0178

外国語（英語・中国語・インドネシア語他） TEL 0120-0178-27

マイナンバーカード

■ 口座の開設 ■

公共料金や電話料金などの支払いを自動で引き落としできるので、口座を開設しておくと便利です。国

費外国人留学生・私費外国人留学生学習奨励費（JASSO）の受給者は、毎月の奨学金がゆうちょ銀

行口座に振り込まれますので、必ず、ゆうちょ銀行の口座を開設してください。

事前にインターネットで申込書を作成すると手続きがスムーズです（各言語対応あり）。

https://jp-bank-kaisetsu.japanpost.jp/account_open/0010.php

なお，在留カードに住所が記載されていない場合は，先に市役所・区役所にて住居地の届け出をする必

要があります。詳しくは，ゆうちょ銀行ホームページを参照してください。

https://www.jp-bank.japanpost.jp/kaisetu/kat_gaikokujin.html

●手続きに必要なもの

パスポート、在留カード、住民票（市役所・区役所で発行）、学生証、印鑑

＊注意すること＊

来日後、すぐに開設できる口座は、「ゆうちょ銀行」のみです。

日本での在留期間が半年を過ぎると都市銀行（三井住友、三菱UFJ、りそな、みずほ等）で開設できます

ので、母国から海外送金が受け取れる口座として開設しておくことをおすすめします。

銀行ですること

5



２．学生生活

勉強について
本学で授業を受けるには、学期ごとに履修する授業科目を登録しなければなりません。登録をせずに

授業を受けても単位が認定されませんので、注意してください。登録については、履修登録の手引き

をよく読んで、必ず指定された期間内に行ってください。

■ グループ担任とは ■
入学後、1年次から卒業研究を行うまでの間、学習・生活など

について、指導をしていただく先生のことです。

■ 指導教員とは ■
3年次、４年次に進級すると卒業研究（卒業制作）をすることになります。各自で研究室とテーマを決

めたあと、研究テーマに基づき、卒業まで指導をしていただく先生のことを「指導教員」と呼びます。

卒業研究については履修登録の手引きで確認してください。

学費について

■ 学費の納入方法 ■

入学前は、授業料を銀行振込で納入しますが、入学後は銀行口座からの振替えにより支払ってい

ただきます。入学後に大学から案内がありますので、指定の手続きを行ってください。

■ 留学生授業料特別減免制度 ■
本学に入学した留学生に対し、授業料特別減免を実施しています。

減免を受けるためには、入学後の申請手続きが必要です。

申請は、年度毎に必要となりますので、期間内に手続きを行ってください（期限厳守）。

申請に関する案内は、My Portal（マイポータル）、OECUメール等でお知らせします。

ただし本学在学中に学業成績不良・性行不良となったときは、減免が受けられない場合がありま

すので、注意してください。
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奨学金について

■ 日本学生支援機構 【私費外国人留学生学習奨励費】 ■

日本学生支援機構の奨学金です。期間は１年間で、成績・経済的な面から学内選考により推薦します。

月額 48,000円（大学院・学部共通）

■ その他留学生対象民間団体等からの奨学金 ■

本学HPで確認してください。

https://www.osakac.ac.jp/campuslife/scholarship/scholarship-loan/

年度により募集や、採用は異なります。

募集があれば、OECU MyPortal（大阪電気通信大学奨学金掲示板）で案内します。

■ 大阪電気通信大学独自の奨学金 ■

観野福太郎基金グローバルフロンティア奨励金

本学卒業生の観野福太郎氏による大学への寄付金を原資とした奨励金制度です。

国際交流を通じて知識や経験等を修得する者が対象です。

審査に通ると参加に要する費用の1/2（限度額10万円）が支給されます。

詳細は、寝屋川学務課／四條畷学務課にお問い合わせください。

成績発表について

前期・後期の学期末試験終了後に「成績発表」があります。

各自成績発表日にMyPortal（マイポータル）から配信される学業成績表の内容を確認してください。

成績評価に関する問い合わせは成績発表後、1週間以内となっています。

寝屋川学務課／四條畷学務課にお問い合わせください。

問い合わせ期間以降の成績評価に関する質問は受付できません。
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★Check Out!!★

日本文化特別講座について

本学では、留学生に向けて「日本文化特別講座」を開催しています。この講座は、みなさんがこれから

4年間本学で勉強し、また母国を離れ日本という土地で生活するうえで日本の社会・文化をより深く

理解してもらうための講座で、新入生の皆さんを対象に実施します。毎回専門の先生にお越しいた

だき、さまざまなテーマについて講義・実技の時間を設けています。それぞれの講座のテーマをより

深く理解するために、テーマに沿った事前課題と事後課題（感想・考察）を提出してもらいます。

茶道、書道、ミニ畳作り、蕎麦打ち、和食などの体験型講座や、学外見学（京都or奈良）を予定してい

ます！必ず参加してください♪

＊単位認定希望学生は事前・事後課題の提出は必須です。

【講座の流れ（１テーマ）】

事前課題の提出（予習） ⇒ 講義・実践 ⇒ 事後課題（まとめレポート）＝ １回

※日程・詳細は国際交流センターより案内します。

【学外見学（京都）】 【着物着付け】

【蕎麦打ち】 【茶道】
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3．日常生活

以下は宿舎での生活において大事な事項ですので、しっかり読んで対応してください。

■ 宿舎についての注意事項 ■

●家賃・水道光熱費（電気・ガス・水道の料金）は、毎月の支払いを滞納しないこと。転居や退去時はよ

り注意して精算すること。※

●転居の際は各市区町村において「転居」の届出をし、新たな居住地の「住民票」「在留カード(表裏

面)のコピー」「学生個人と連絡の取れる連絡先」を大学に提出すること。

●宿舎によっては、家具や家電などが備え付けられていることがあります。

壊したり、持ち出したりしないこと。

●本学から学生に連絡を取ってから、3日以上連絡が取れない場合は保証人や父母に通知する場合が

あることを了解していること。

●宿舎の退去時に、居室全体の破損、ごみの放置など入居時と異なる状況であると不動産業者が判

断した場合、学生が責任をもって原状回復を行うものとし、その目的において約2ヶ月分の家賃相当

額を支払わなければならない場合があることを了解していること。

●深夜（２２：００以降）に騒ぐことは厳禁。

掃除機や洗濯機の使用、大声での会話や音楽などは、近隣住民との深刻なトラブルに繋がります。過

去に実際に苦情が出たこともあります。夜間は静かに過ごすよう十分に気をつけてください。

※それぞれの費用の請求書は、みなさんの宿舎へ直接郵送されます。必ず期限内に支払いを済ませて

ください。コンビニエンスストア・郵便局・銀行で支払いができます。

夏/春休み等の間に一時帰国や海外旅行をする場合は、その間の家賃・水道光熱費の支払いについて

事前にルームメイトや友人に依頼し代わりに支払ってもらうなど、各自で責任を持って対処してください。

■ ゴミの出し方 ■

日本では、ゴミを焼却する際の大気汚染の防止や、ゴミのリサイクルのために、

ゴミの出し方が厳しく規制されています。ゴミを出すときは以下のことに気を

つけてください。

●透明の袋に入れ、指定された日に決まった場所に出してください。

●ゴミの分別は市町村によって異なります。居住地の市役所等で確認してください。

※これらのルールを守らなかった場合、ゴミが回収されず、周りの人の迷惑になりますので、自分の住ん

でいる地域のゴミ捨て場と、ゴミを出す日を確認し、きちんと分別して捨てましょう。

宿舎について
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■ 退去の時 ■

宿舎から退去する時は、以下のことに注意してください。

・入居中に自分で購入した家具、備品等は最後まで責任を持って処理すること。不用品なども、そのま

ま部屋に残さず、粗大ゴミへ出すなど各自で処分すること。

・退去日までに部屋をきれいに掃除すること。（部屋がひどく汚れていたり、物品の破損等があった場

合は、別途費用が発生することがあります。）

・家賃、水道光熱費の支払いは、退去日までの分を各自で必ず精算すること。

卒業・帰国時は特に注意！！

■ 心がけること ■

・お互いに気持ちよく生活できるように一人一人が決められたルールを守りましょう。

・郵便ポストも定期的に清掃をお願いします。

郵便物だけでなく、不要なチラシやゴミもこまめに処分しましょう。

・火の取り扱いには十分注意してください。

■ 留学生住宅総合補償 ■

みなさんが留学生住宅総合補償に加入することにより、大阪電気通信大学が連帯保証人（機関保

証）になることができます。申し込み手続きは、本学が行います。

加入を希望する方は、国際交流センターまでお問い合わせください。

★保険いろいろ★

留学生向け学研災付帯学生生活総合保険（インバウンド付帯学総）とは？

学研災に加入する留学生(研究生を除く)の学外での日常生活や病気治療費、

賠償責任保険の示談交渉サービス、救援者費用等をカバーし、留学期間に合わせて

月単位で加入できる付帯保険です。日本での滞在を安全かつ安心しておくることが

できるよう、この保険への加入をお勧めします。詳細は国際交流センターにある

パンフレットを確認してください。

自転車事故で他人にケガを

させてしまった場合でも、保

険でカバーされます。
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緊急時・災害時の対応について

海外での生活は、予期せぬことが起こる可能性もあります。万が一の事態に備えて、心構えと準備をしておく

ことは非常に大切です。落ち着いて行動し、必要な機関に助けを求めましょう。

緊急通報電話番号 通報先 通報内容

１１０ 警察 犯罪、盗難、交通事故等のトラブル

１１９ 消防、救急 火事、救助・救急

●火災

火災が発生した場合、「119番」に電話をかけ、消防署に連絡してください。

火災だけでなく、救急やその他の緊急事態が発生した場合にも利用できます。

119番に電話をかける際のポイント

1. 落ち着いて、状況を把握する

まずは深呼吸をして、落ち着いて状況を把握しましょう。何が起こったのか、場所はどこか、負傷者の有無、

火災の場合は何が燃えているかなど、わかる範囲で情報を整理します。

2. 119番につながっているか確認する

電話がつながったら、「火事ですか？救急ですか？」と聞かれるので、

該当する方を選びます。

3. 伝えるべきこと

以下の情報を、落ち着いて、正確に伝えましょう。

・場所: 住所、目標となる建物や場所

・状況: どのような状況か（火災、事故、救急など）

・負傷者の有無: 負傷者の数や状態

・火災の場合: 何が燃えているか、延焼の可能性

・あなたの情報: 氏名、電話番号 [緊急連絡先]
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●地震/台風

日本は地震や台風が多い国ですので、日頃からの備えが大切です。

避難場所の確認

住んでいる場所から一番近い避難場所を、ハザードマップなどで確認しておきましょう。

避難経路も、実際に歩いて確認しておくと、いざという時に慌てずに避難できます。

地震発生時の行動

・まずは、自分の身の安全を確保しましょう。机の下などに隠れて、頭を守りましょう。

・揺れが収まったら、落ち着いて火の始末をし、安全な場所に避難しましょう。

・周囲の状況を確認し、助けが必要な人がいれば、声をかけましょう。

・正しい情報を収集し、デマに惑わされないようにしましょう。

台風接近時の注意点

・不要な外出は控え、危険な場所には近づかないようにしましょう。

・河川や用水路など、増水している場所には近づかないようにしましょう。

・海や山など、土砂災害や高波の危険がある場所には近づかないようにしましょう。

・停電時は、ブレーカーを落として、電気製品の電源を切りましょう。

・断水時は、水道管の元栓を閉めましょう。

※災害時に役立つサイト

●Safey tips for travelers

https://www.jnto.go.jp/safety-tips/eng/

●出入国在留管理庁「災害時に役立つ情報」

https://www.moj.go.jp/isa/01_00469.html
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●犯罪やトラブルに巻き込まれないために

日本は比較的安全な国として知られていますが、それでも様々な危険が存在します。

犯罪や事故に巻き込まれないためには、日頃から注意深く生活することが大切です。

事件や事故など、緊急性の高い状況が発生した場合は、110番に連絡してください。

日常生活で気をつけること

1. 夜道の一人歩きは避ける

夜間は、人通りの少ない道や暗い場所を一人で歩くのは避けましょう。

やむを得ず一人で歩く場合は、明るい場所を選び、警戒しながら歩きましょう。

防犯ブザーや護身用具などを携帯するのも有効です。

2. 見知らぬ人には警戒する

親切な言葉で近づいてくる人でも、安易に信用しないようにしましょう。

特に、個人情報を聞き出そうとする人や、不審な勧誘をする人には注意が必要です。

困った時は、警察や信頼できる人に相談しましょう。

3. 貴重品の管理に注意する

現金やクレジットカードなどの貴重品は、肌身離さず持ち歩きましょう。

バッグや財布は、人混みの中で盗まれないように注意しましょう。

スマートフォンやパソコンは、パスワードを設定し、セキュリティ対策をしっかり行いましょう。

4. 交通安全に気を配る

道路を渡る際は、信号をよく確認し、左右安全を確認してから渡りましょう。

自転車に乗る際は、ヘルメットを着用し、交通ルールを守りましょう。

自動車の運転中は、安全運転を心がけましょう。

5. 地域の情報を収集する

地域の防犯情報や、注意すべき場所などを把握しておきましょう。

地域のコミュニティに参加し、情報交換をすることも有効です。

6. 困った時は相談する

困ったことや不安なことがあれば、一人で悩まずに、信頼できる人に相談しましょう。
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【重要】★知らずに犯罪に加担しないために★

近年、知らず知らずのうちに犯罪に加担してしまうケースが増えています。特に、SNS等で高額なアルバイト

を見つけた場合は、安易に飛びつかず、犯罪の可能性を疑うことが重要です。

以下の点に注意しましょう。

・銀行口座に振り込まれたお金を引き出して別の口座に送金するアルバイト

これは、不正送金や詐欺の被害金である可能性が高い。

（犯罪収益移転防止法違反、窃盗罪など）

・自宅に配送されてきた荷物を転送するだけでお金がもらえるアルバイト

これは、詐欺や不正アクセスによる被害品である可能性が高い。

（詐欺罪など）

・「銀行口座、携帯電話、パスポート、在留カードを買い取ります」という話に乗らない

これらは、犯罪行為に使われる可能性がある。

（犯罪収益移転防止法違反、携帯電話不正利用防止法違反）

・「お金や書類を受け取るだけ、お金や書類を運ぶだけ」といったアルバイト

これらのお金や書類は詐欺の被害品である可能性が高い。

（詐欺罪など）

あなたも犯罪

者になります！

少しでも怪しいと思ったら・・・

「もしかして、このアルバイトは詐欺などの犯罪なのではないか。」と思ったら、警察や親、大学の教員・職員

に相談しましょう。

高額すぎる報酬や、内容が曖昧なアルバイトには注意が必要です。

少しでも不安を感じたら、安易に手を出さないようにしましょう。
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病院について

外国語で対応可能な病院もありますので、体調不良の時は我慢せずに医療機関を受診しましょう。

その際は、必ず『健康保険証』を持参してください。
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※ 医療機関を受診する際に役立つサイト

 おおさかメディカルネット for Foreigners

https://www.mfis.pref.osaka.jp/omfo/
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4．在留資格に関する手続き

在留資格に関する手続きは、留学生のみなさん自身が出入国在留管理局で行う必要があります。

手続き前にP22、23に記載の学内窓口に申し出てください。

在留期間の更新

皆さんは、日本への在留については出入国在留管理庁にその旨申請し「在留許可」を得ています。在留

資格には期限があり、期限を超えて滞在していると「不法滞在」とみなされ、強制帰国させられることが

あります。留学生の皆さんが本学（学部）で勉強する期間は4年間ですが、在留資格の許可を受けてい

る期間は、法務大臣が個々に指定する期間（４年３月を超えない範囲）となっています。在学期間中に在

留期限が到来する学生は更新手続きが必要です。

期間満了の日の３ヶ月前から手続きを行うことができます。申請から許可まで、最大約２ヶ月かかること

がありますので、一時帰国を予定している方は、余裕をもって更新の申請をしてください。

在留資格の変更

留学生のみなさんが、日本で就職、求職活動をする場合、「留学」の在留資格のままでは就労が認めら
れていませんので、就労が可能な在留資格への変更手続きが必要となります。

◆卒業後に日本で就職する場合◆

就職の場合、原則４月から入社できるように１２月から変更を受け付けています。申請後、許可が下りる

まで１～２ヶ月かかります。（ただし、変更後の在留カードは卒業証明書提出後に受け取り可。）

また、内定先の会社に用意してもらう書類が複数ありますので、就職先が内定したら、手続きについて

早めに確認しましょう。

◆卒業後に日本で求職活動をする場合◆

卒業後、日本での就職活動継続を目的として、本邦に引続き在留を希望する場合、出入国在留管理庁

に 在留資格変更の許可申請を行います。許可されると在留資格が「留学」から「特定活動」に変更さ

れ、最長６ヵ月間の滞在が可能となる制度があります。

申請にあたっては大学からの推薦状が必要であり、推薦状の発行申請は卒業前に大学で手続をする

必要があります。推薦状の発行を希望する方は、以下の内容を熟読し、期間内に遺漏なく手続きを行っ

てください。

「特定活動」への変更申請に伴う留意事項

・ 在留資格変更の手続については、許可を申請する本人が出入国在留管理庁にて行います。

・ 大学の推薦状があれば必ず「特定活動」の在留資格に変更できるというわけではなく、許可の最終

判断は出入国在留管理庁で行われます。
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1. 推薦状発行申請期限

必要書類をそろえた状態で、指定された期間内に提出・申請

※提出期間 3月卒業生：１２月１日～１月１５日 ９月卒業生：６月１日～６月３０日 詳細は別途案内

2. 申請窓口

国際交流センター（寝屋川・四條畷いずれでも可）

3. 推薦状発行の対象となる学生（以下のすべての条件を満たすこと）

（1）該当年度の卒業見込者

（2）日本国内の企業への就職活動に積極的に取り組んでいること

（３）申請時点で、日本企業での内定、内々定を得ていないこと

（４）卒業後も引き続き日本での就職活動を強く希望する学生であること

（５）今後の具体的な就職活動や進学のためのスケジュールが確定していること

（６）日本語能力が高いこと

◇ 日本語能力N２レベル以上もしくは同等の語学資格を有していることを証明できる者

例：Ｊ-test650点以上等

（７）学内・学外問わず懲戒履歴がないこと。

（８）就職活動中の経済的余裕があること。

4. 推薦状発行申請に必要な書類（漏れなく準備すること）

（１）推薦状発行依頼書

（２）誓約書

（３）日本での就職・就職活動に関して説明できる根拠資料

① これまで就職活動を行っていたことを証明するもの（企業からのE-mail のコピーなど）

② 企業へ提出した履歴書・エントリーシートのコピー（最低5社以上）

③ （進学の場合）入学試験要項のコピー等

（4）今後の具体的な就職活動スケジュール

（5）成績証明書

（6）卒業見込証明書

（7）預金通帳の写し、または、支弁人からの送金記録

5. 推薦状発行のための手順

（１） 上記「4．推薦状発行申請に必要な書類」を指定された期日内に申請窓口まで遺漏なく提出

（２） 国際交流センターにて提出書類および在学中の状況確認により審査

後日、選考結果を問わず、「申請者本人」に結果を連絡します。

（３） 推薦状発行のための面談実施

◆推薦状発行について
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（４） 最終結果の連絡

自身が在籍している学科/専攻の本拠となるキャンパスの国際交流センター窓口まで、

「申請者本人」が直接推薦状を受け取りに来てください。

（５） 出入国在留管理庁への申請書類の準備

下記のＵＲＬ参考にし、「申請者本人」が主体となって出入国在留管理庁へ提出する書類の

準備を行ってください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities14.html

（６） 在留資格更新後の在留カードのコピーを大学に提出

6. 申請にあたっての注意事項

・ 「申請者本人」が必ず窓口で申請してください。（代理人による申請や郵送・メール・電話での

申請は不可）

・ 在学中に学生の本分に反する行為（無免許運転、万引き、カンニング、大学施設の破損または

滅失等で処分を受けた等）をし、注意および処罰を受けた場合は、申請時に全て申告してください。

※ 虚偽の申請や遺漏が発覚した場合は、理由のいかんを問わず推薦状発行の申請を取り下げます。

※ 資格変更後であっても、大学から出入国在留管理庁に対し、在留資格の変更許可の取下げ申請

をします。

7. 卒業後、在留資格の変更を行った者の義務

・ 月に１回（原則として毎月１日。休祝日であればその前の業務日）、自身が在籍していた学科/専攻

の本拠となるキャンパスのキャリアセンターに就職活動状況を報告してください。

・ 内定を得たら、必ず自身が在籍していた学科/専攻の本拠となるキャンパスのキャリアセンターに報告

してください。

・ 義務を怠った場合、大学から出入国在留管理庁に対し、在留資格の取下げ申請をします。

一時出国及び再入国

在留期間中に一時帰国や海外旅行で日本を離れるときは、必ず事前に次の2点を国際交流センターへ

提出してください。

■ 提出が必要な書類

・「一時帰国・海外旅行届」

・「誓約書（安全輸出管理規定に関する約束をする書類）」

■ 書類の入手方法

Web： マイポータルからダウンロード

窓口： 国際交流センター事務室にて配布

注意！！ 夏休み・春休み以外でも、日本を出国する際は事前に連絡するようにしてください。
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みなし再入国許可について

有効なパスポートと在留カードを持っていれば、出国から1年以内に再入国する場合、事前の許可申請

は不要です。

日本を一時的に出国する（1年以内）場合には、必ず「みなし再入国許可」を取得してください。

みなし再入国許可は、空港の出国審査場で「再入国出国記録（再入国用EDカード）」の「みなし再入

国による出国を希望します」という項目に☑を入れて提出してください。この手続きをせずに出国すると、

在留資格を失い、日本に再入国することができなくなります。

活動機関の変更に関する届出

卒業･退学等により大学を離脱したとき，進学等により大学を移籍したときには，14日以内に

出入国在留管理局に届け出る必要があります。届出は，住居地管轄の出入国在留管理局へ持

参，東京出入国在留管理局へ郵送，またはインターネットによる電子届出システムを利用して

行うことができます。詳しくは，以下の出入国在留管理庁ホームページを参照してください。

http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html

資格外活動（アルバイト許可）

留学生の在留資格（ビザ）は「勉強」するためのものです。日本でアルバイトをするには、必ず事前に「資

格外活動許可」を受ける必要があります。アルバイトを希望する場合は、①資格外活動許可申請書*、②

在留カード、③パスポートを持って出入国在留管理局へ行って申請してください。許可を得ることで、1週

につき28時間以内（長期休業期間中は1日につき8時間以内）での活動が認められています。

なお、日本入国の際に空港で資格外活動許可を受けた場合は，出入国在留管理局で新たに申請する必

要はありません。

また、アルバイトを開始する場合やアルバイト先を変更する場合は、国際交流センターに「アルバイト届出

書」を提出してください。

★資格外活動（アルバイト）の条件★

１． 留学中の学費、その他必要経費を補う目的であること。

２． １週２８時間以内とし、夏期・冬期・春期の休暇期間は１日の労働時間８時間以内とする。

３． 学業に支障がなく、かつ留学生として適当な業務内容であること。

４． 風俗営業等取締法適用業種にかかわるものではなく、法令または公序良俗に反する

恐れがないものであること。

＊資格外活動許可申請書は出入国在留管理庁ホームページから入手できます。

http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html
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TA（ティーチング・アシスタント）/SA（スチューデント・アシスタント）は「資格外活動許可」は不要

「出入国管理及び難民認定法」等が改正され、大学と契約に基づく報酬をうけて行う教育・研究

を補助するTA、SAについては「資格外活動許可」を受ける必要はなくなりました。

租税条約について

日本と「租税条約」を結んでいて、留学生のアルバイト収入に関する免税条項を持つ国（インドネ

シア、中国、韓国など）から来日した留学生は、条件の範囲内であれば、アルバイトをしても、税金

が免除される場合があります。免除を受けるには、「租税条約に関する届出書」をアルバイト先に

提出する必要がありますので、雇用主に確認してください。申請の際には、学生証・パスポート・在

留カード・本人の住民票（原本）などが必要です。なお、大学院生がTA等、学内で就労する場合、

学務課・四條畷学務課より4月中に連絡しますので、指定された手続きを行ってください。

次のページ以降で、上記を含む主な手続きについてご案内します。

各自で、期限までに必要な手続きを行ってください。

【重要】★休学する場合★

在留資格「留学」を有する学生が、休学等の理由で継続して 3ヶ月以上学修や研究活動を行

わない場合、「留学」の在留資格を喪失します。したがって、休学期間中は日本国内に在留す

ることができないため、すみやかに出国しなければなりません。
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在留手続き関係一覧

目
的

申し出窓口 提出書類 提出先
変更後の届出先

（１４日以内）

在
留
期
間
の
更
新

寝屋川学務課
四條畷学務課

■出入国管理及び難民認定法関係手続き申請書交付

依頼

①在留期間更新許可申請書

②写真 (縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影されたも

の)

③パスポート

④在留カード

⑤在学証明書及び成績証明書

＊新入生で日本語学校から本学に入学された方は、本

学入学前の教育機関の成績証明書が必要になります。

⑥研究内容についての証明書（研究生）

⑦履修科目及び時間数を記載した履修届出写し等の

証明書（科目履修生）

※許可される時に手数料6,000円が必要です。

（オンライン申請の場合、5,500円）

寝
屋
川
学
務
課
又
は
四
條
畷
学
務
課
で
提
出
書
類
を
確
認
後
、

大
阪
出
入
国
在
留
管
理
局
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

〇市役所
及び
寝屋川学務課
四條畷学務課

卒
業
後
に
日
本
で
就
職
す
る
場
合

寝屋川学務課
四條畷学務課

■出入国管理及び難民認定法関係手続き申請書交付

依頼

自分で用意するもの

①パスポート

②在留カード

③在留資格変更許可申請書：申請用紙は窓口でもら

えます。

④履歴書：様式は自由

内定先の会社に用意してもらうもの

①雇用契約書のコピー：採用（内定）通知書でも大丈

夫です。

※仕事の内容、雇用期間、報酬金額明記

②内定先企業の商業法人登記簿謄本

※3ヶ月以内に発行されたもの

③決算報告書（貸借対照表、損益計算書）

④会社案内：内定先の事業内容が分かるパンフレット

等で大丈夫です。

大学で発行してもらうもの

①卒業証明書（または卒業見込証明書）

※コピー不可

〇市役所
及び
寝屋川学務課
四條畷学務課

必ず在学中に
手続きすること！

22



目
的

申し出窓口 提出書類 提出先 変更後の届出先
（１４日以内）

卒
業
後
の
求
職
活
動

国際交流センター

■出入国管理及び難民認定法関係手続き申請書
交付依頼
①在留資格変更許可申請書
②写真 (縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影された
もの)
③パスポート
④在留カード
⑤申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証
する文書（適宜）
⑥卒業見込証明書（卒業証書〔写し〕または卒業
証明書）
⑦継続就職活動についての「推薦状」（P18～20
参照し手続）
⑧継続就職活動を行っていることを明らかにする資
料
※許可される時に手数料6,000円が必要です。
（オンライン申請の場合、5,500円）

寝
屋
川
学
務
課
又
は
四
條
畷
学
務
課
で
提
出
書
類
を
確
認
後
、

大
阪
出
入
国
在
留
管
理
局
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

〇市役所

ア
ル
バ
イ
ト

寝屋川学務課
四條畷学務課

■出入国管理及び難民認定法関係手続き申請書
交付依頼
①資格外活動許可申請書
②パスポート
③在留カード

寝屋川学務課
四條畷学務課

一
時
帰
国

国際交流センター

【みなし再入国許可】（国外での滞在期間が1年以
内の場合）
①再入国出国記録 ：出国時に空港で渡されます。
②在留カード
③パスポート

空
港
の

出
国
審
査
場

国際交流
センター

【再入国許可申請】 (国外での滞在期間が１年を
超える場合)
①再入国許可申請書
②パスポート
③在留カード及び学生証
④手数料(1回限り：４,000円、年次有効：7,000
円)

（オンライン申請の場合、それぞれ3,500円、
6,500円）

大
阪
出
入
国
在
留
管
理
局

必ず在学中に
手続きすること！
卒業式後は手続
きができません

※日本国外に出国

する場合は、国際交

流センターに「誓約

書」と「一時帰国・

海外旅行届」を提

出すること。

※提出写真について、画像加工・画像処理により、目を大きく見せたり、美白処理、顔パーツやほくろ、しわな
どを修正するなどして、本人のイメージを変えることは、いかなる場合でも不適当です。

※在留資格の期限より前にパスポートの期限が到来する場合は、パスポートを先に更新する必要があります。

※手続き等で分からないことがあれば、国際交流センターへ問合せてください。
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★Check Out!!★

「就活（シュウカツ）」について

日本は独特な就職活動の形態を採用しており、皆さんの母国の就職活動とは大きく異なります。就

職活動を行う上で重要なことは、スタートに出遅れず、しっかりと準備を行うことです。まずは、日

本独自の就職活動「就活」の方法やスケジュールを理解することから始めましょう。

◆「N1」は必須！！ 日本企業が求める留学生とは◆

日本企業が留学生を採用するのは、「国籍に関係なく優秀な人材を求める」「母国と日本との良好

な関係構築への貢献」「多様な背景をもつ人材を採用し組織を活性化させる」ためです。まずは、企

業が重視する「日本語能力」「コミュニケーション能力」のためにも、日本語能力試験で「N1」取得を

目指しましょう。

◆就職活動のスケジュール◆

就職活動は、インターンシップなど参加も含めて3年生から始まります。本学のキャリアセンターで

は、就活のやり方や求人紹介、書類添削、面接練習など就活のサポートをしてくれます。自分の将来

への漠然とした悩みの相談でもOK！！有益に活用してください。

※就職活動する際に役立つサイト

 大阪外国人雇用サービスセンター

 東京外国人雇用サービスセンター

 京の留学生支援センター

 リュウカツ（留学生専用 就職情報サイト）

 JASSO 外国人留学生のための就活ガイド（２０２７）
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5.帰国に際して
留学生の皆さんが帰国する際は、以下の手続きを忘れずに行ってください。

居住地域の市役所・区役所ですること

届出等の種類 内容

転出届 住んでいる市区町村の役所へ「転出届」を出します。

国民健康保険 帰国日までの保険料を精算し、保険証を返却します。

国民年金
脱退の手続きを行います。6ヶ月以上年金を払っていた学生は、帰国後に

「脱退一時金」を請求できます。

住まい・インフラの解約

届出等の種類 内容

住居の解約 大家さんや管理会社へ退居の連絡をします（通常1ヶ月以上前までに）。

電気・ガス・水道
それぞれの契約会社へ解約日を伝え、最後の支払いを済ませます。

解約手続きを忘れると、帰国後も請求が続いてしまいます。インターネット・

携帯電話

粗大ゴミの処分

日本はゴミの分別ルールが非常に厳しく、自転車や家具などの大きなゴミ

を捨てる際は、事前の予約（有料）が必要です。

大きなゴミを処分したい方は、お住まいの市区町村の「粗大ゴミ受付セン

ター」へ、電話またはインターネットで事前に予約を行ってください。

お金に関すること

帰国が決まったら、銀行・ゆうちょ銀行の口座の解約手続きを行ってください。

1. 解約のタイミングと注意点

奨学金受給者の方へ：必ず「最後の奨学金」が口座に振り込まれたことを確認してから解約して

ください。振込予定日より前に解約してしまうと、受け取りができなくなります。

公共料金・各種支払いの確認：電気・ガス・水道代、携帯電話料金、家賃などの「自動引き落とし」

が残っていないか、必ず事前に確認してください。最終月の支払いが完了する前に口座を閉じると、

未払いとなり、将来的に再来日する際のビザ申請等に悪影響を及ぼす恐れがあります。

2. 解約時に必要なもの

通帳（またはキャッシュカード）、在留カード、印鑑（口座開設時に使用したもの）
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6．キャンパス相談窓口の案内

■ 寝屋川キャンパス ■

住所：〒572-8530 大阪府寝屋川市初町18-8

TEL：072-824-1131（代）、夜間・休日：072-824-1140（保安室）

内容 窓口 場所

履修・成績等の学修事項、および学費について

寝屋川学務課

Ａ号館１階

アルバイトの紹介

住所変更・保証人変更など各種変更の届出

在留期間更新・変更など在留関係手続き

奨学金について 寝屋川学務課
電話：072－813－7860

健康・体調について 医務室 Ａ号館１階

日常生活や心身不調における悩みの相談
学生相談室
（GSSC）

J号館６階

インターンシップ、就職について キャリアセンター Ａ号館１階

海外留学、その他、質問や相談について 国際交流センター Ａ号館１階

■ 四條畷キャンパス ■

住所：〒575-0063大阪府四條畷市清滝1130-70

TEL：072-876-3317（代）、夜間・休日：072-876-3317（保安室）

内容 窓口 場所

履修・成績等の学修事項、および学費について

四條畷学務課

１号館１階

アルバイトの紹介

住所変更・保証人変更など各種変更の届出

在留期間更新・変更など在留関係手続き

奨学金について
四條畷学務課

電話：072-812-5879

健康・体調について 医務室 １号館１階

日常生活や心身不調における悩みの相談 学生相談室（GSSC） １号館１階

インターンシップ、就職について キャリアセンター １号館１階

海外留学、その他、質問や相談について 国際交流センター ６号館１階
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7．国際交流センター

国際交流センターでは、留学生の皆さんが充実した留学生活を送れるように、様々な支援をしています。

大学生活、日常生活の中で分からないことや困ったことがある時は、窓口で気軽に相談してください。

また、留学生と在学生が交流するゲーム大会やスポーツ大会、季節のイベント等も企画・実施します。

友だち作りの機会として参加してください。

開室時間：月曜日から金曜日9：00～17：00 （昼休みの時間を除く）

寝屋川キャンパス

場所：Ａ号館１階
昼休み11:40～12:40

TEL: 072-820-9008(直)
080-3439-2954

Email: iec-info@osakac.ac.jp

四條畷キャンパス

場所：6号館１階
昼休み11：40～12：40

TEL: 072-876-5021（直）
080-7１６５-７６７４

Email: iec-info@osakac.ac.jp
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